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労
働
法
制
に
つ
い
て（
６
）

　
「
賃
金
」「
賞
与
」「
就
業
規
則
」「
労

使
協
定
」

　

賃
金
支
払
い
の
５
原
則

　
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
賃
金
を

支
払
う
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
５
つ

の
原
則
を
守
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①�

通
貨
払
い
（
商
品
な
ど
の
現
物
支

給
は
禁
止
で
す
）

②�

直
接
払
い
（
代
理
人
や
親
な
ど
へ

の
支
払
は
禁
止
で
す
）

③�

全
額
払
い
（
た
だ
し
所
得
税
や
社

会
保
険
料
等
天
引
き
は
可
）

④
毎
月
１
回
以
上
支
払
い

⑤�

定
期
日
払
い
（
毎
月
決
め
ら
れ
た

日
に
支
払
う
こ
と
で
す
。
定
期
日

以
外
に
も
臨
時
に
支
払
う
こ
と
は

問
題
あ
り
ま
せ
ん
）

　

そ
の
他
の
賃
金
に
関
す
る
規
制

　
主
要
な
点
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

・�

男
女
同
一
賃
金
の
原
則
。
労
働
者

が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し

て
差
別
的
取
扱
を
し
て
は
な
り
ま

せ
ん
。

・�

前
借
金
相
殺
の
禁
止
。使
用
者
は
、

労
働
者
に
対
す
る
前
貸
の
債
権
と

賃
金
を
相
殺
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
労
働
者
の
任
意

の
合
意
が
あ
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ

ん
。

・�

割
増
賃
金
。
す
で
に
時
間
外
労
働

の
項
目
に
て
説
明
し
ま
し
た
。

・�

休
業
中
の
手
当
。
使
用
者
の
責
任

で
休
業
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

労
働
者
に
平
均
賃
金
の
60
％
以
上

の
手
当
を
支
払
わ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。

・�

減
給
処
分
の
制
限
。
処
分
１
回
の

額
は
賃
金
１
日
分
の
半
分
、
総
額

は
月
10
％
が
限
度
と
な
り
ま
す
。

・�

最
低
賃
金
。
地
域
別
（
各
都
道
府

県
）
と
産
業
別
の
最
低
賃
金
が
法

定
さ
れ
て
お
り
、
不
足
分
は
無
効

と
な
り
ま
す
。

・�

差
押
禁
止
。
税
金
等
を
控
除
し
た

手
取
金
額
の
４
分
の
３
か
21
万
円

の
い
ず
れ
か
低
い
金
額
は
差
押
え

が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

賞
与

　
賃
金
と
異
な
り
、
賞
与
は
、
会
社

に
支
払
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。
業
績

に
よ
っ
て
変
動
す
る
も
の
で
あ
り
、

慣
行
や
社
内
の
規
則
に
て
定
め
る
の

が
一
般
的
で
す
。

　

就
業
規
則

　
常
時
10
人
以
上
の
労
働
者
を
雇
用

し
て
い
る
会
社
に
は
法
律
上
の
作
成

義
務
が
あ
り
、
労
働
基
準
監
督
署
に

届
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
労

働
条
件
、
賃
金
、
人
事
、
服
務
規
律
、

教
育
訓
練
、
安
全
衛
生
・
労
災
、
福

利
厚
生
な
ど
に
関
す
る
事
項
を
記
載

し
ま
す
。
こ
れ
は
、
使
用
者
と
労
働

者
と
の
間
の
契
約
事
項
に
な
り
ま
す

の
で
、
使
用
者
（
会
社
）
も
従
業
員

も
、
と
も
に
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
10
人
未
満
の
会
社
に
は
法
律
上
の

作
成
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
企
業

の
安
定
し
た
発
展
の
た
め
に
は
作
成

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
就
業
規
則
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な

い
が
職
場
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
事

態
に
つ
い
て
労
使
と
も
が
認
め
て
い

る
状
況
を「
慣
行
」と
言
い
ま
す
が
、

こ
れ
も
就
業
規
則
と
同
様
に
効
力
を

持
ち
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

就
業
規
則
の
変
更

　
労
働
者
の
労
働
条
件
を
有
利
に
変

更
す
る
場
合
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、

不
利
に
す
る
場
合
（「
不
利
益
変
更
」

と
い
い
ま
す
）
に
は
問
題
で
す
。

　
使
用
者
は
、
変
更
後
の
就
業
規
則

の
内
容
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
、
か

つ
、
同
変
更
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と

が
必
要
で
す
。「
合
理
的
」の
判
断
基

準
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

①
労
働
者
の
受
け
る
不
利
益
の
程
度

②
労
働
条
件
の
変
更
の
必
要
性

③�

変
更
後
の
就
業
規
則
の
内
容
の
相

当
性

④
労
働
組
合
等
と
の
交
渉
の
状
況

⑥�

そ
の
他
就
業
規
則
の
変
更
に
係
る

事
情

労
使
協
定
・
労
働
協
約

　
労
使
協
定
は
、
労
働
者
の
過
半
数

で
組
織
さ
れ
て
い
る
労
働
組
合
か
全

体
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る

者
と
使
用
者
（
会
社
）
と
の
契
約
で

あ
り
労
働
者
全
員
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

労
働
協
約
は
使
用
者
と
労
働
組
合
と

の
間
の
契
約
で
あ
り
当
該
労
働
組
合

員
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

弁
護
士  
山
下
江
の
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